
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

目
　
　
　
　
録

規
　
　
　
則

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一五九
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��

�
�������






（
福
祉
局
障
害
者�

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

一〇

一

１

一六〇
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
��

（
福
祉
局�

子
供
・
子
育
て
支
援
部
保
育
支
援
課
）

一〇
一七
87

１

一六一
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��

�
������������











（
福�

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

一〇
二〇

１

一六二
東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


�

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）

一〇
三一

１

告
　
　
　
示

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

九五一
都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
���


（
都�

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
一〇

一

１

九五二
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
���������








（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一〇

一

１

九五三
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇

二

１

九五四
歴
史
的
建
造
物
の
選
定
�
（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）
一〇

三

１

一一八
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
�
����


（
同
）

一〇
一七
85

５

一一九
東
京
都
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
�
����


（
福
祉
局
）
一〇
一七
86

２

一二〇
東
京
都
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及

び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�（
同
）

一〇
一七
86

３

一二一
東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
�
��������






（
同
）

一〇
一七
86

３

一二二
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
�
�������





（
同
）

一〇
一七
86

３

一二三
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�（
同
）

一〇
一七
86

３

一二四
東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

�
������������










（
同
）

一〇
一七
86

４

一二五
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
�
��������






（
同
）

一〇
一七
86

４

一二六
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す

る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
�（
保
健
医
療
局
）

一〇
一七
86

４

一二七
公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛

生
措
置
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
�
����


（
同
）

一〇
一七
86

４

一二八
東
京
都
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
�
��������






（
水
道
局
）
一〇
一七
86

５

一二九
東
京
都
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
�
������




（
下
水
道
局
）
一〇
一七
86

５

　
　
令
和
七
年
十
月
分

　
　
　
　
定
刊
第
一
八
三
九
九
号
か
ら
同
第
一
八
四
二
〇
号
ま
で

　
　
　
　
増
刊
第
　
　
　
八
五
号
か
ら
同
第
　
　
　
九
一
号
ま
で

条
　
　
　
例

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一一四
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並

び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
�
���

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
）

一〇
一七
85

２

一一五
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
�
��
（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）

一〇
一七
85

４

一一六
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及

び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
��

�
�����



（
東
京
都
教
育
委
員
会
）

一〇
一七
85

４

一一七
東
京
都
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
�
����


（
住
宅
政
策
本
部
）
一〇
一七
85

５

東 京 都 公 報令和7年11月13日（木曜日） （10月分目録）（第18428号の付録）1



九八三
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
取

消
し
�
����



（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
三
課
）

一〇
二三

１

九八四
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務

の
消
滅
�
�����������









�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）

一〇
二三

１

九八五
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務

の
発
生
�
���������







（
同
）
一〇
二三

１

九八六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇
二七

１

九八七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������









（
同
）

一〇
二七

２

九八八
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇
二七

４

九八九
平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百

十
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す

る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条
第

一
号
に
規
定
す
る
特
定
低
公
害
・
低
燃

費
車
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
知

事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
に
関
す
る
要

綱
）
の
一
部
改
正
�
�������





�

�（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）

一〇
二八

１

九九〇
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
供
用
開
始�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇
二八

１

九九一
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�����




（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一〇
二九

１

九九二
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

一〇
二九

１

九九三
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇
二九

１

九六七
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
区
域
変
更�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇

八

１

九六八
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
納
期

限
等
の
期
日
指
定
�
�������





�

�
����


（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）

一〇

九

１

九六九
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�
������





（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

一〇

九

１

九七〇
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇
一〇

１

九七一
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
書
案
等
�
������




�

�
��
（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一〇
一四

１

九七二
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇
一四

５

九七三
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��
�（

都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
一〇
一五

１

九七四
都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
���


（
都�

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
一〇
一六

１

九七五
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
一〇
一六

１

九七六�

九七七
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
解
除
（
二

件
）
��（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）
一〇
一六

２

九七八�

九七九
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
������������










（
同
）
一〇
一六

３

九八〇
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
登
録
講
習
会
の

登
録
�
����������









（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

一〇
一七

１

九八一
一
般
国
道
の
区
域
変
更
�
�����



�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一〇
二一

１

九八二
令
和
七
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の

実
施
�
����������









（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

一〇
二二

１

九五五
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一〇

三

１

九五六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇

三

１

九五七
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更

認
可
�
��������







（
保
健
医�

療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）

一〇

三

２

九五八
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定
�
�
（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

一〇

三

２

九五九
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務

の
消
滅
�
�����������









�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）

一〇

三

３

九六〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務

の
発
生
�
���������







（
同
）
一〇

三

３

九六一
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

の
取
消
し
�
��

（
都
市
整
備
局
多
摩�

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一〇

六

１

九六二
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇

六

１

九六三
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
書
案
等
�
������




�

�
��
（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一〇

七

１

九六四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇

七

４

九六五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������









（
同
）

一〇

七

５

九六六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一〇

七

６

東 京 都 公 報（10月分目録）（第18428号の付録） 令和7年11月13日（木曜日） 2



公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一一〇
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�������������













一〇

八

４

一一一
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
取
消
し
�
����������










一〇

八

４

一一二
政
治
団
体
の
届
出
�
�������







一〇

九

２

一一三
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出�

�
��������������














一〇

九

３

一一四
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
����




一〇

九

10

一一五
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
��


一〇

九

13

一一六
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
������������












一〇

九

14

一一七
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
�
�������������













一〇

九

16

一一八
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
�
���



一〇
一四

６

一一九
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
�
������






一〇
一四

６

一二〇
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
������




一〇
一四

６

一〇〇八�

一〇一二～
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
器
）
の

再
指
定
（
五
件
）
���������





�

�
��
（
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
）

一〇
三一

12

一〇一三�

一〇一五～
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新
（
三

件
）
������������








（
同
）
一〇
三一

13

一〇一六
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
��

�
������������










（
同
）
一〇
三一

15

一〇一七�

一〇一八
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
������������









（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一〇
三一

16

一〇一九
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報

酬
の
額
�
�（
福
祉
局
総
務
部
職
員
課
）
一〇
三一

18

一〇二〇
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
一〇
三一

19

一〇二一
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二

号
（
東
京
都
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定

代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

関
）
の
一
部
改
正
�
�������





�

�（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）

一〇
三一

20

一〇二二
令
和
六
年
度
東
京
都
各
会
計
（
公
営
企

業
各
会
計
を
除
く
。）
歳
入
歳
出
決
算

の
公
表
�
�����������









�

�（
会
計
管
理
局
管
理
部
会
計
企
画
課
）

一〇
三一
91

１

一〇二三
令
和
六
年
度
東
京
都
公
営
企
業
各
会
計

決
算
の
公
表
�
�������





（
同
）
一〇
三一
91

23

告
　
　
　
示
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三六
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
�
����




一〇

一

２

告
　
　
　
示
（
選
）

九九四�
九九五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
（
二
件
）
���������





（
同
）

一〇
二九

３

九九六
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
�
�����



�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
一〇
二九

５

九九七�

九九八
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
��������������












�

（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策�

課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一〇
三〇

１

九九九
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
内
容
の
変
更�

�
����



（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局�

デ
ジ
タ
ル
戦
略
部
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
）

一〇
三一

１

一〇〇〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
���


（
都�

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
一〇
三一

２

一〇〇一
東
京
都
建
築
安
全
条
例
に
お
け
る
既
存

の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
範
囲

等
の
一
部
改
正
�
�����




（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）

一〇
三一

２

一〇〇二
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
���

�

�
���������








（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

一〇
三一

２

一〇〇三
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等�

�
������������










（
同
）
一〇
三一

４

一〇〇四
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
��

�
������������










（
同
）
一〇
三一

６

一〇〇五
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
��

�
������������










（
同
）
一〇
三一

６

一〇〇六
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
見

解
書
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
一〇
三一

６

一〇〇七
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
及
び

指
定
の
一
部
解
除
�
�����




（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一〇
三一

10
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二五
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
���



一〇
一七
87

１

規
　
　
　
程
（
下
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二五
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
���



一〇
一七
87

２

公
　
　
　
告

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
�
��������






�

�
����


（
政
策
企
画
局
総
務
部
秘
書
課
）
一〇

一

２

○
東
京
都
名
誉
都
民
に
選
定
し
た
者
の
事
績
��

�（
生
活
文
化
局
文
化
振
興
部
企
画
調
整
課
）
一〇

一

６

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民

の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
�
������




�

�
����


（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一〇

三

３

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完

了
�
���������








（
都
市
整
備
局�

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

一〇

六

２

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原

案
�
����������









（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

一〇

七

７

○
都
市
計
画
の
案
（
三
件
）
��（
都
市
整
備
局�

都
市
基
盤
部
交
通
企
画
課
・
街
路
計
画
課
）
一〇

七

９

○
都
市
計
画
の
案
（
八
件
）
��������




�

�
（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地�

利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）

一〇

八

４

○
都
市
計
画
の
案
�
����������








�

�（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
一〇
一四

６

○
東
京
都
ふ
ぐ
取
扱
者
資
格
受
入
講
習
の
実
施�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）
一〇
一五

１

一三七
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
四
年
分
第
五
回
）
��������






一〇
三一

24

一三八
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
五
年
分
第
三
回
）
��������






一〇
三一

25

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三四二
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
����




一〇
一〇

３

告
　
　
　
示
（
労
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
労
働
組
合
に
つ
い
て
、

職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
に
規
定
す
る

者
の
範
囲
�
����������










一〇
二七

18

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

八
東
京
海
区
に
お
け
る
遊
漁
者
等
に
よ
る

ま
き
餌
釣
り
の
制
限
�
������






一〇
一七

18

九
東
京
海
区
に
お
け
る
釣
漁
法
の
制
限
�

一〇
一七

18

一〇
東
京
海
区
に
お
け
る
浮
き
は
え
縄
漁
業

の
制
限
�
�����������











一〇
一七

18

規
　
　
　
程
（
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二四
東
京
都
給
水
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
��������








一〇
一七
87

１

一二一�

一二二
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選

の
効
力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て

の
決
定
（
二
件
）
���������







一〇
一七

１

一二三
政
治
団
体
の
届
出
�
�������







一〇
二七

５

一二四
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出�

�
��������������














一〇
二七

９

一二五
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
����




一〇
二七

12

一二六
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
��


一〇
二七

13

一二七
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
������������












一〇
二七

16

一二八
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
�
�������������













一〇
二七

17

一二九
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
六
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
�
��


一〇
二七

18

一三〇
令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
三
十
五
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
�
��


一〇
二八
88

１

一三一
令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
四
十
五
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
�
��


一〇
二八
88

１

一三二
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
五
十
六
号
（
政
治
団
体
の
収
支

報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
�
��


一〇
二八
88

２

一三三
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
九
十
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報

告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
�
���



一〇
二八
88

６

一三四
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
六
年
分
解
散
団
体
第
一
回
）
����


一〇
三〇
89

１

一三五
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
平

成
二
十
七
年
分
～
令
和
二
年
分
）
���

一〇
三一

20

一三六
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
三
年
分
第
七
回
）
��������






一〇
三一

23
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件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療

セ
ン
タ
ー
令
和
六
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る

公
告
�
��������







（
地
方
独
立
行�

政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
）

一〇
一五

３

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
����
�

�
���

（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
一〇
二〇

２

○
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研

究
セ
ン
タ
ー
令
和
六
年
度
財
務
諸
表
に
関
す

る
公
告
�
������





（
地
方
独
立
行
政�

法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）

一〇
三〇
90

１

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
����


�

�
���

（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
一〇
三一

30

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る

通
知
�
�����



（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
一〇
一五

３

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
�
��
�

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）
一〇
一七

20

○
東
京
都
知
事
表
彰
�
��

（
都
民
安
全
総
合�

対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）
一〇
二一

３

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事

完
了
の
届
出
�
�����������









�

�
����


（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一〇
二二

２

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
���

（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
一〇
二四

１

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
建
築
物
等
の
除
却
の

通
知
書
の
送
付
に
代
え
る
公
告
�
����


�

�
������





（
都
市
整
備
局
第
二
市
街�

地
整
備
事
務
所
新
宿
駅
直
近
地
区
整
備
課
）

一〇
二四

１

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関

す
る
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱
の
一
部

改
正
�
��������������












�

�
�（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）

一〇
二八

４

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始�

�
�������





（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
一〇
二八

４

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
一〇
二九

５

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工

の
届
出
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
一〇
三〇

３

○
街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
（
五
件
）
����

�
�����������










（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

一〇
三一

29

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
�
��
�

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）
一〇
三一

30

雑
　
　
　
報
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